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令 和 ７ 年 ５ 月 

秋田市大森山動物園 

 

秋田市大森山動物園「第 48 回親と子のふれあい写生大会」実施要領 

 

１ 開催趣旨 

  情操教育の一環として、大森山動物園内において動物の生態を観察して

もらうとともに、動物や自然に対する愛護の心や豊かな感性を育てること

を目的に開催します。 

 

２ 主催・共催・協賛 

(1) 主催 

秋田市大森山動物園 

 (2) 共催 

秋田市造形教育研究会、秋田テレビ株式会社、秋田公立美術大学 

 (3) 協賛 

株式会社秋田銀行、ぺんてる株式会社、株式会社あきた教材、豊永産業

株式会社みちのくコカ・コーラボトリング株式会社、株式会社秋田ダイ

ドー、株式会社伊藤園 

 

３ 開催内容 

  主催者が用意する共通の画用紙（380ｍｍ×540ｍｍ）を用いて作品を制

作します。動物園での制作のほか、自宅での制作も可能とします。 

 

４ 対象者 

(1) 子ども 幼稚園児、保育園（所）児、小学生 

(2) 一  般 中学生以上、保護者など 

 

５ 画用紙の配付について 

(1) 画用紙の配布期間 

令和７年７月 12 日（土）から８月３日（日）までの午前９時～午後

４時 

(2) 画用紙の配布場所 

大森山動物園入園ゲート。なお、７月 14 日（月）から 18 日（金）ま

での午前９時～午後５時は、秋田テレビ本社正面入口（八橋）でも配布

します。 

 

６ 大会参加費 

無料。ただし、作品制作などのために入園する場合は別途入園料がかか

ります（高校生以下は入園料無料）。 
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７ 参加申込方法 

  作品の提出をもって参加とします（事前申込み不要）。 

 

８ 当日持参するもの（園内で制作する場合） 

 (1) 画材（鉛筆や消しゴム、クレヨン、パス、水彩絵の具、絵の具を溶く

ための水入れなど、作品の制作に必要なもの） 

 (2) 画板（380ｍｍ×540ｍｍ）の画用紙を載せられるもの） 

 (3) その他各参加者が必要なもの（昼食、着替えなど） 

 

９ 作品の制作について 

(1) 「動物との語らい」をテーマに、大森山動物園の動物や園内風景から、

自由な発想・感性で制作してください。 

 (2) 作品として動物をただ写すのではなく、動物と向き合い、その動物の

どのようなところが好きか、どのような生態なのかをよく観察して描い

てください。 

 (3) 他園の動物や図鑑、公式ＳＮＳ以外のインターネット上の画像を模写

することは禁止します。 

(4) 制作の際に使用した筆やパレットなどを園内施設で洗うことはでき

ません。自宅に持ち帰ってから洗うよう、ご協力をお願いします。 

  なお、絵の具を溶くための水は、使用後、トイレなどには捨てずに、

入園ゲート付近、ふれあいコーナー、資料館内およびサル舎内の計４か

所に設置するバケツに排水してください。 

 

10 作品の提出について 

(1) 作品提出期間 

令和７年７月 28 日（月）から８月３日（日）までの午前 10 時～午後

３時 

(2) 作品提出方法 

ア 持参の場合 

上記期間内に大森山動物園ビジターセンター公園エリアの提出場所

に持参してください。 

  イ 郵送の場合 

    作品が折り曲がらないように梱包の上、上記期間内に以下に到着す

るように送付してください。なお、送料は参加者の負担とします。 

【送付先】 〒010-1654 秋田市浜田字潟端 154 番地 

                秋田市大森山動物園企画広報担当宛て 

(3) 作品提出の際の注意事項 

ア 提出する作品の画用紙の裏面に、各自で題名（作品名・タイトル）

を記入し、作品の解説（見どころ、工夫したところなど）を添付して

提出してください。 

イ 提出する作品は１人１点とします。 
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11 作品の審査および表彰等 

(1) 提出された作品の審査は、令和７年８月８日（金）に行います。 

 (2) 審査は、秋田市造形教育研究会会員（市内小中学校の美術教員）が当

たることとします。 

 (3) 提出された作品のうち優秀な作品について、別表のとおり賞を授与し

ます。 

 (4) 入賞者には、文書で通知します。また、すべての入賞者について、氏

名、所属学校、学年、題名(作品名・タイトル)をマスコミに発表します。 

 (5) 入賞作品は、次のとおり作品を展示します。 

  ア 展示作品 全ての入賞作品 

  イ 展示期間 令和７年８月 10 日（日）～８月 30 日（土）（午前９時

～午後４時 30 分）※最終日は午後３時まで 

  ウ 展示場所 ビジターセンター動物園エリア 

(6) すべての入賞作品は、氏名、所属学校、学年、題名（作品名・タイト

ル）、作品の解説を大森山動物園のホームページに掲載します。 

(7) 入賞作品のうち、秋田市長賞からあきた教材賞までの 11 作品は、作

品画像と作品講評をホームページに掲載します。また、作品パネルを制

作し動物園内に展示します。 

(8) 入賞作品のうち、自販機キャンバス賞の 20 作品は、作品をＡ３サイ

ズに印刷し、１年間、動物園内の自動販売機に展示します。 

(9) 入賞作品のうち、秋田市長賞からあきた教材賞までの 11 作品は、表

彰式を次のとおり開催します。 

  ア 日 程 令和７年８月 31 日（日） 

  イ 場 所 ビジターセンター動物園エリア 

  ウ その他 賞状および副賞を差し上げます。 

 

（別表）作品数と賞の名称 

No 賞の名称 
作品数 

計 31 点 

１ 秋田市長賞 １ 

２ 秋田市議会議長賞 １ 

３ 秋田市教育長賞 １ 

４ 秋田公立美術大学長賞 １ 

５ 大森山動物園長賞 １ 

６ 秋田市造形教育研究会長賞 １ 

７ ＡＫＴ秋田テレビ賞 １ 

８ 秋田銀行賞 １ 

９ ぺんてる賞 １ 

10 アニパ賞 １ 

11 あきた教材賞 １ 

12 自販機キャンバス賞 20 
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12 提出された作品などの返却 

(1) 入賞作品については、次の方法で返却します。 

  ア 秋田県内の小・中学生の作品 

    ９月中旬以降に学校を通じて返却します。ただし、それ以前に作品   

   の返却を希望する場合は、令和７年９月１日（月）以降、直接、動物

園管理事務所へお越しいただき、返却します。 

  イ 保育園児・幼稚園児および一般（高校生含む）の方の作品 

    令和７年９月１日（月）以降、直接、動物園管理事務所へお越しい

ただき、返却します。 

  ウ 希望する場合は、令和７年８月 31 日（日）に開催する表彰式終了

後に会場で返却します。 

(2) 非入賞作品（選にもれた作品）については、次の方法で返却します。 

  ア 秋田県内の小・中学生の作品 

    ９月中旬以降に学校を通じて返却します。ただし、それ以前に作品

の返却を希望する場合は、令和７年８月 18 日（月）以降、直接、動

物園管理事務所へお越しいただき、返却します。 

  イ 保育園児・幼稚園児および一般（高校生含む）の方の作品 

    令和７年８月 18 日（月）以降、直接、動物園管理事務所へお越し

いただき、返却します。 

 (3) 作品の保存・保管期間は、令和８年３月 31 日（火）までとします。 

 

13 本写生大会の周知等 

 (1) 本写生大会のＰＲは、次のとおり行います。 

  ア テレビＣＭ（ＡＫＴ秋田テレビ） 

  イ マスコミ（新聞、テレビ等）に対するプレスリリース 

  ウ 広報あきた 

  エ 大会ポスター（Ａ３版） 

  オ 大森山動物園のホームページ、ＳＮＳ 

  カ 各学校への周知の依頼文書 

 (2) 本写生大会に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

  ア 担 当 秋田市大森山動物園企画広報担当 

  イ 所在地 秋田市浜田字潟端 154 番地 

ウ 電 話 018-828-5508 

エ ＦＡＸ 018-828-5509 

  オ メール  ro-inzo@city.akita.lg.jp 

 

14 その他 

  上記１から 13 までに定めのない事項等については、関係団体が協議し

て決定することとします。 


